
国立大学法人東京農工大学における「「先端ものづくりIT エンジニア育成プログラム」事業に従事する職員就業規則の一部改正 

国立大学法人東京農工大学における「「先端ものづくりIT エンジニア育成プログラム」事業に従事する職員就業規則を次のとおり改正する。 

現   行 改   正 備   考 

国立大学法人東京農工大学における「先端ものづくりIT エンジニア育成プログラム」

事業に従事する職員就業規則 

平成２０年７月２８日

２０ 経教 規則第１６号

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、国立大学法人東京農工大学職員就業規則（以下「就業規則」とい

う。）第４条第４項の規定に基づき、経済産業省から委託された、アジア人財資金構

想 平成２０年度高度専門留学生育成事業「先端ものづくりIT エンジニア育成プログ

ラム」に係る経費を雇用財源とする教育職員（以下「特任教員」という。）の就業に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

第２条～第６条 省略 

 

（所定労働時間） 

第７条 特任教員の労働時間は、休憩時間を除き、１日８時間、１週間４０時間とし、

その始業・終業時刻、休憩時間は別表のとおりとする。 

 

第８条～第９条 省略 

 

   附 則 省略 

 

 

別表（第７条関係） 

労働時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

休憩時間 午後０時１５分から午後１時まで 

 

 

 

 

 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、国立大学法人東京農工大学職員就業規則（以下「就業規則」とい

う。）第４条第３項の規定に基づき、経済産業省から委託された、アジア人財資金構

想 平成２０年度高度専門留学生育成事業「先端ものづくりIT エンジニア育成プログ

ラム」に係る経費を雇用財源とする教育職員（以下「特任教員」という。）の就業に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

第２条～第６条 省略（現行どおり） 

 

（所定労働時間） 

第７条 特任教員の労働時間は、休憩時間を除き、１日７時間４５分、１週間３８時間

４５分とし、その始業・終業時刻、休憩時間は別表のとおりとする。 

 

第８条～第９条 省略（現行どおり） 

 

   附 則 省略（現行どおり） 

    

 

別表（第７条関係） 

労働時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

休憩時間 午後０時００分から午後１時まで  

 

附 則（２１経教規則第１５号） 

 この規則は、平成２１年４月１日から施行する。


